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理 由 

本案は、地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令和２年３月３１

日に公布され、令和２年４月１日から施行されることに伴い、早急に田川市市税条例等の

一部を改正する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、その承認を求めるものである。 



田川市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

田川市長  二 場 公 人 

田川市条例第１０号 

田川市市税条例等の一部を改正する条例 

 （田川市市税条例の一部改正） 

第１条 田川市市税条例（昭和２６年条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同

条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同

条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、同項第４

号を同項第３号とする。 

第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５項及び

第１１項」に改め、同条第６項中「ときは当該申告書」を「ときは、当該申告書」に改

める。 

第５４条第１項中「その所有者」を「、その所有者」に改め、同条第２項中「登録さ

れている」を「登録がされている」に改め、同条第４項中「によって」を「により」に、

「においては」を「には」に、「みなし」を「みなして」に改め、「これを」を削り、

「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を

当該使用者に通知しなければならない。 

第５４条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、同項を

同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「第４９条の２」を「第

４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第７項とし、

同条第５項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「登録され

ている」を「登録がされている」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同

項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明

である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、

固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合に



おいて、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に

通知しなければならない。 

第６１条第２項中「、固定資産税の課税上、」を「固定資産税の課税上」に改め、同

条第３項中「、同項ただし書」を「同項ただし書」に、「これに」を「これらに」に、

「、又は市内」を「又は市内」に、「標準年度」を「基準年度」に改め、同条第５項中

「類似する土地」を「対して課する第３年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は

家屋に類似する土地」に改め、同条第９項中「第７３条」を「第７４条」に、「第３４９

条の３第１２項」を「第３４９条の３第１１項」に改め、同条第１０項中「第３４９条

の３第１２項」を「第３４９条の３第１１項」に改める。 

第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条

の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３

第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の３第   

２９項」に改める。 

第７４条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この条及

び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３月を経過し

た日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及

び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、

氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税

台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所

及び氏名 

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第７５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は現所有

者が前条の規定により」に、「申告しなかった」を「申告をしなかった」に、「におい

ては」を「には」に改め、同条第３項中「期限」を「納期限」に改める。 

第９６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４６９条

第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」を「第１６



条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に

限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、卸売

販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等

について、第９８条第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第４６９条第１

項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製造たばこに係る

たばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存

している場合に限り、適用する。 

第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に、同条第５項中「第    

１００条第２項」を「第１０１条第２項」に改める。 

第１３１条第４項中「土地（以下この項」を「土地（以下本項」に改め、同条第５項

中「この項」を「本項」に改め、同条第６項中「第５４条第６項」を「第５４条第７項」

に改める。 

附則第８条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第１０条中「又は法附則第１５条」を「又は附則第１５条」に改める。 

附則第１０条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を「附

則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を同条第３項と

し、同条第５項を同条第４項とし、同条第６項中「附則第１５条第２９項」を「附則第

１５条第２６項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項中「附則第１５条第３０

項第１号」を「附則第１５条第２７項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第

８項中「附則第１５条第３０項第２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第９項中「附則第１５条第３０項第３号」を「附則第１５条

第２７項第３号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則第１５条第   

３１項第１号」を「附則第１５条第２８項第１号」に改め、同項を同条第９項とし、同

条第１１項中「附則第１５条第３１項第２号」を「附則第１５条第２８項第２号」に改

め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附

則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附

則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同

条第１２項とし、同条第１４項を削り、同条第１５項中「附則第１５条第３３項第１号

ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第   



１６項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改

め、同項を同条第１４項とし、同条第１７項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附

則第１５条第３０項第２号イ」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１８項中「附

則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同

条第１６項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は４分の３とする。 

附則第１０条の２第１９項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条第

３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２０項中「附則第１５条第

３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項を同条第１９項と

し、同条第２１項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５条第３０項第３

号ハ」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３８項」を

「附則第１５条第３４項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２３項を削り、同

条第２４項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同

条第２２項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」

に改め、同項を同条第２３項とし、同条第２６項中「附則第１５条第４７項」を「附則

第１５条第４１項」に改め、同項を同条第２４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

２５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

附則第１０条の２第２７項を同条第２６項とする。 

附則第１１条の２第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」

を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に改める。 

附則第１２条、第１３条及び第１５条第１項中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１７条第３項第４号中「附則第１５条」を「附則第５条」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改める。 

 （田川市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 田川市市税条例の一部を改正する条例（令和元年条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条のうち、田川市市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１条第２号を次のように改める。 

⑵ 削除 



附則第１条第３号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の田川市市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度以後の年度

分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお

従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２

項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第３６条の３の３第

１項に規定する申告書について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

４ 新条例第７４条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを

知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部

を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和  



２５年法律第２２６号。次項及び第７項において「旧法」という。）附則第１５条第２

項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第

１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第

１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、な

お従前の例による。 

（田川市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 田川市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第２条及び第４条中「３１年新条例」を「元年新条例」に改める。 

第５条 田川市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

附則第８条第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。 

附則第１０条第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。 

 


